
高松市子どもの貧困対策推進計画（案）について（概要） 
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計画の概要 

計画の期間 

 高松市子どもの貧困対策推進計画 ～すべての子どもの幸せのために～ 

 平成３０（２０１８）年度から３４（２０２２）年度までの５年間 

計画の名称 

計画の構成 

　　第１章　計画の策定に当たって 　　第４章　計画の基本的な考え方

　　　１　計画策定の背景と目的 　　　１　計画の基本理念

　　　２　計画の位置付け 　　　２　基本的な視点

　　　３　計画の期間 　　　３　施策の体系

　　第２章　高松市の子どもの貧困の現状 　　第５章　具体的な取組内容

　　　１　子どもの貧困の状況 　　　１　教育の支援

　　　　（１）　子どもの貧困 　　　２　生活の支援

　　　　（２）　住民アンケート 　　　３　就労・経済的な支援

　　　　（３）　支援者ヒアリング 　　　４　制度利用・相談の支援

　　　２　子どもの貧困に関する指標 　　　５　新規事業

　　第３章　子どもの貧困に関する課題 　　第６章　計画の推進

　　　１　教育に関する課題 　　　１　計画の推進体制

　　　２　生活に関する課題 　　　　（１）　全庁横断的な推進体制

　　　３　就労・経済状況に関する課題 　　　　（２）　地域連携による推進体制

　　　４　制度利用・相談に関する課題 　　　２　計画の進行管理

　　　３　計画の目標値



計画等名称 基本理念など 

子どもの貧困対
策の推進に関す
る法律 

この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることのないよう、

貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機

会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 

児童の権利に 

関する条約 

（前文抜粋） 

児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛

情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきと認め、 

児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、

かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、

自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し【以下略】 

高松市子ども・
子育て条例 

（前文抜粋） 

全ての子どもが、豊かな愛情に包まれ、夢と希望を持ち、自分と他者を大切にする

心や社会規範を身につける中で道徳性を養い、地域社会の一員として健やかに育っ

ていくことは、全ての高松市民の願いです。【以下略】 

高松市子ども・
子育て支援計画 

みんなで子育て！笑顔かがやくまち－たかまつ－ 3 

計画の基本理念 

参考 

すべての子どもが、その生まれ育った環境に左右されず、 

家庭や地域で豊かな愛情に包まれ、夢や希望を持って 

健やかに成長していける社会の実現 
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施策の柱 

子どもの貧困対策を総合的に推進 

制度利用 

・相談 
教育 生活 

就労・ 

経済状況 

 県が実施した「香川県子どもの未来応援アンケート調査」の結果や、高松市子ども・

子育て支援会議での意見から把握された、本市における貧困状態にある子どもや家庭が

抱える複合的な課題について、その対策を施策の柱とする。 

・子どもの発達段
階に応じた学びの
場の確保 
・子どもの家庭環
境等を踏まえた指
導体制の充実 
・子ども自身が望
む教育を受ける機
会の保障 

・生活困窮者に対
する自立に向けた
支援 
・子どもの発育に
応じた必要な食事
や栄養の確保 
・保護者に代わっ
ての家庭教育や多
世代での交流 

・保護者が安心し
て働ける保育環境
の整備 
・希望する仕事に
付けるような学び
の機会の提供 
・各種手当や減免
制度の拡充 

 

・分かりやすい情
報提供や相談しや
すい体制の整備 
・家庭の状況を把
握し、必要な支援
につなげる仕組み
づくり 
・関係機関等との
連携体制の構築 



施策体系図（8月31日会議資料から一部修正） 
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（１）学校をプラットフォームとした 

   総合的な子どもの貧困対策の展開 

（２）教育の機会均等の推進 

（１）保護者の生活支援 

（２）子どもの生活支援 

（３）その他の支援 

（１）保護者に対する就労支援 

（２）子どもに対する就労支援 

（３）経済的な支援 

（１）円滑な制度利用への支援 

（２）相談体制の充実 

①学校教育による学力の保障 

②学校を窓口とした福祉関連機関等との連携 

③学校と地域の連携推進 

④キャリア教育の推進 

①幼児教育の無償化推進と質の向上 

②義務教育段階の就学支援の充実 

③大学等進学に対する教育機会の提供 

④生活困窮世帯等への学習支援 

①保護者の自立支援 

②保育等の確保 

③保護者の健康確保 

①児童養護施設等の退所児童等の支援 

②食事・栄養の確保に関する支援 

③子どもの居場所づくりに関する支援 

④多様な体験活動の機会の確保 

①妊娠期からの切れ目のない支援 

②住宅支援 

①保護者の就労支援 

②保護者の学び直しの支援 

①子どもに対する就労支援 

①経済的支援の充実 

②養育費の確保に関する支援 

①関係機関の連携体制の構築 

②情報発信の強化 

①相談体制の充実 

施策の柱 施策の方向性 施策の推進内容 

２ 

生
活
の
支
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制
度
利
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相
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援 
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施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(１)学校をプラッ
トフォームとした
総合的な子どもの
貧困対策の展開 

①学校教育による学
力の保障 

・総合的な学習の時間活性化推進事業 

・少人数学級推進事業 

・市費講師配置事業 

・個別補充学習「マイ・スタディ」 

・英語教育推進事業 

・ハートアドバイザー配置事業 

・帰国児童等指導援助事業 

・副読本支給事業 

・特別支援教育支援員配置事業 

・特別支援教育サポーター配置事業 

②学校を窓口とした
福祉関係機関等との
連携 

○スクールソーシャルワーカー配置事業 

・いじめ等対策事業（スクールカウンセラー配置） 

・教育相談 

③学校と地域の連携
推進 

・放課後子ども教室事業 

・一体型の放課後児童クラブ及び子ども教室の推進事業 

・総合的な学習の時間活性化推進事業【再掲】 

○まなびの場づくり事業 

④キャリア教育の推
進 

・高松市生徒みらい議会（中学・一高生対象）の開催 

6 

１ 教育の支援 

◆：新規事業  ○：数値目標を設定する事業 
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１ 教育の支援 

施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(２)教育の機会均
等の推進 

①幼児教育の無償化
推進と質の向上 

・認定こども園化の推進 

○多子世帯における保育施設等の利用者負担額の軽減 

・保育施設等の利用者負担額の決定における寡婦控除の 

 みなし適用 

・私立幼稚園就園奨励費補助 

・低所得世帯における保育施設等の利用者負担額の軽減 

②義務教育段階の就
学支援の充実 

○スクールソーシャルワーカー配置事業【再掲】 

・いじめ等対策事業（スクールカウンセラー配置）【再掲】 

・「強めよう絆」推進事業 

・帰国児童等指導援助事業【再掲】 

・要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 

・副読本支給事業【再掲】 

・特別支援教育サポーター配置事業【再掲】 

・特別支援教育支援員配置事業【再掲】 

○適応指導教室推進事業（登校支援） 

③大学等進学に対す
る教育機会の提供 

・高等学校等入学準備金貸付事業 

・奨学金支給事業 

・大学等教育資金融資制度利用者利子補給事業 

④生活困窮世帯等へ
の学習支援 

○学習支援事業 



施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(１)保護者の生活
支援 

①保護者の自立支援 

・生活保護による支援 
○自立相談支援事業 
・女性相談事業 
・母子生活支援施設管理運営事業 
・母子・父子自立支援員等による支援 
・各種自立支援給付金の支給 
○母子・父子自立支援プログラム策定員による支援 
・就業支援講習会等の実施 
・児童扶養手当 
・保育施設等における生活保護世帯やひとり親世帯等の優先 
 的入所 

②保育等の確保 

・障害児放課後支援事業の利用料の免除 
・病児保育事業 
・放課後児童クラブ事業 
・子育て短期支援事業 
○ひとり親家庭等日常生活支援事業 
・病児保育事業（体調不良児対応型） 
・認可外保育施設保育料助成 
・延長保育事業 
・一時預かり事業 
・保育施設等における生活保護世帯やひとり親世帯等の優先 
 的入所【再掲】 
・ファミリー・サポート・センター事業 

③保護者の健康確保 

・相談事業（女性こころの相談） 
・助産事業 
・ひとり親家庭等医療費助成 
・母子栄養食品支給事業 
○産後ケア事業 
○乳児家庭全戸訪問事業 8 

２ 生活の支援 



施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(２)子どもの生活
支援 

①児童養護施設等の
退所児童等の支援 

・要保護児童対策支援事業 

②食事・栄養の確保
に関する支援 

◆こども食堂等支援事業 
・母子栄養食品支給事業【再掲】 

③子どもの居場所づ
くりに関する支援 

・高齢者居場所づくり事業 
・放課後児童クラブ事業【再掲】 
・放課後子ども教室事業【再掲】 
・一体型の放課後児童クラブ及び子ども教室の推進事業【再掲】 
◆こども食堂等支援事業【再掲】 
○まなびの場づくり事業【再掲】 

④多様な体験活動の
機会の確保 

・高齢者居場所づくり事業【再掲】 
・放課後子ども教室事業【再掲】 
・一体型の放課後児童クラブ及び子ども教室の推進事業【再掲】 

・こども未来館学習体験事業 
・こども未来館わくわく体験事業 
・総合的な学習の時間活性化推進事業【再掲】 
○まなびの場づくり事業【再掲】 

(３)その他の支援 

①妊娠期からの切れ
目のない支援 

・助産事業【再掲】 
・母子栄養食品支給事業【再掲】 
○産後ケア事業【再掲】 
○子育て世代包括支援センターの設置 
○乳児家庭全戸訪問事業【再掲】 

②住宅支援 
・母子福祉資金等の貸付 
・市営住宅の母子・父子世帯及び子育て世帯枠の設置 9 

２ 生活の支援 



10 

３ 就労・経済的な支援 

施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(１)保護者に対す
る就労支援 

①保護者の就労支援 

・相談事業（女性のための就労相談） 

○自立相談支援事業【再掲】 

○母子・父子自立支援プログラム策定員による支援【再掲】 

・就業支援講習会等の実施【再掲】 

・各種自立支援給付金の支給【再掲】 

・子育て支援中小企業等表彰制度 

・合同就職面接（説明）会の開催 

②保護者の学び直し
の支援 

・各種自立支援給付金の支給【再掲】 

・就業支援講習会等の実施【再掲】 

(２)子どもに対す
る就労支援 

①子どもに対する就
労支援 

・母子・父子自立支援員等による支援【再掲】 

・母子福祉資金等の貸付【再掲】 

・各種自立支援給付金の支給【再掲】 



施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(３)経済的な支援 

①経済的支援の充
実 

・障害児放課後支援事業の利用料の免除【再掲】 
・生活保護による支援【再掲】 
・たすけ合い金庫 
・病児保育事業【再掲】 
・放課後児童クラブ利用料の減免 
・助産事業【再掲】 
・児童手当 
・児童扶養手当【再掲】 
・子ども医療費助成 
・ひとり親家庭等医療費助成【再掲】 
・母子福祉資金等の貸付【再掲】 
・認可外保育施設保育料助成【再掲】 
○多子世帯における保育施設等の利用者負担額の軽減【再掲】 
・低所得世帯における保育施設等の利用者負担額の軽減【再掲】 
・保育施設等の利用者負担額の決定における寡婦控除のみなし
適用 
・私立幼稚園就園奨励費補助【再掲】 
・要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業【再掲】 
・副読本支給事業【再掲】 
・高等学校等入学準備金貸付事業【再掲】 
・就学金支給事業【再掲】 
・大学等教育資金融資制度利用者利子補給事業【再掲】 

②養育費の確保に
関する支援 

・こどもの養育に関する手引きの配布 
・母子福祉資金等の貸付【再掲】 
・無料法律相談などの案内 11 

３ 就労・経済的な支援 



施策の方向性 施策の推進内容 具体的な取組 

(１)円滑な制度利
用への支援 

①関係機関の連携
体制の構築 

◆子どもの貧困対策コーディネート事業 
・女性相談事業【再掲】 
・利用者支援事業 
・関係機関との連携 

②情報発信の強化 
・広報事業 
・「子育てハンドブックたかまつ らっこ」の配布等 
・「たかまつひとり親家庭サポートブック」の配布等 

(２)相談体制の充
実 

①相談体制の充実 

・相談事業（女性こころの相談）【再掲】 
・相談事業（女性のための就労相談）【再掲】 
・相談事業（女性のための法律相談） 
・ふれあいのまちづくり事業 
○自立相談支援事業【再掲】 
◆子どもの貧困対策コーディネート事業【再掲】 
・女性相談事業【再掲】 
・児童家庭相談事業 
◆子ども家庭総合支援拠点 
・母子・父子自立支援員等による支援【再掲】 
・無料法律相談などの案内【再掲】 
・ひとり親家庭等日曜出張相談【再掲】 
・利用者支援事業【再掲】 
○子育て世代包括支援センターの設置【再掲】 
・ハートアドバイザー配置事業【再掲】 
○スクールソーシャルワーカー配置事業【再掲】 
・いじめ等対策事業（スクールカウンセラー配置）【再掲】 
・関係機関の連携【再掲】 
○適応指導教室推進事業（登校支援）【再掲】 
・教育相談【再掲】 12 

４ 制度利用・相談の支援 
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計画の推進 

推進体制 

（１） 全庁横断的な推進体制 

   子どもの貧困問題は複雑多様であり、庁内の関係局・課が連携して施策の推進を 

  図ることが重要であることから、「高松市子どもの貧困対策推進プロジェクトチー 

  ム」や「高松市子ども・子育て支援推進本部会」を活用し、子どもの貧困対策につ 

  いて全庁体制で検討するとともに、地域の実情を踏まえた子どもの貧困対策を計画 

  的に推進します。 

進行管理 

 本計画の適切な進行管理を行うため、数値目標の達成状況や事業の取組状況について

毎年度調査を行い、「子ども・子育て支援会議」において報告します。 

 また、継続的なＰＤＣＡサイクル（計画（Ｐｌａｎ）・実行（Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅ

ｃｋ）・改善（Ａｃｔｉｏｎ））を確立し、社会経済状況など環境の変化を踏まえて各
事業の検証を行うとともに、必要に応じて見直し・改善を図るなど、子どもの貧困対策

に効果的な施策を推進します。 

（２） 地域連携による推進体制 

   貧困対策の取組をより効果的なものとするために、子どもの貧困対策のための 

  コーディネーターを活用して、地域で活動している支援団体や、それぞれの組織に 

  配置される相談員などの連携をより一層深めるためのネットワークを構築し、それ 

  ぞれのメリットを生かしながら、一体的に貧困対策の推進に取り組みます。 
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計画の目標 

 次に掲げる事業については、計画期間である平成３４（２０２２）年度までの目標値を 

設定し、その達成に向けて取り組んでいくこととします。 

新規事業 
事業名 事業の方向性 担当課

こども食堂等支援事業
子どもが歩いて行ける場所

（概ね小学校区に１か所）に開設
子育て支援課

子どもの貧困対策コーディネート事業
平成３０年度にコーディネーターを

配置予定
子育て支援課

子ども女性相談室

子ども家庭総合支援拠点 平成３０年度に拠点を設置予定
子育て支援課

子ども女性相談室

区分 事業名 現状（平成２８年度末） 目標（平成３４年度） 担当課

スクールソーシャルワーカー配置事業 １２人 ２１人 学校教育課

まなびの場づくり事業 １９か所 ５２か所 生涯学習センター

適応指導教室推進事業（登校支援） ３１％ ５０％ 総合教育センター

学習支援事業 ２か所 ５か所 生活福祉課

母子・父子自立支援プログラム策定員
による支援

プログラム策定者
就職率　７７．９％

プログラム策定者
就職率　８８．８％

こども家庭課

産後ケア事業
宿泊型：３２件
通所型：  ５件

宿泊型：５２件
通所型：  ７件

保健センター

子育て世代包括支援センターの設置 ５か所 ７か所 保健センター

乳児家庭全戸訪問事業
訪問実施率
９２％

訪問実施率
９５％

保健センター

こども食堂等支援事業【新規】 ０か所 ２３か所 子育て支援課

就労・
経済的な支援

多子世帯における保育施設等の利用者
負担額の軽減

763,007千円 842,891千円 こども園運営課

制度利用・
相談の支援

自立相談支援事業
支援プラン作成率

２０．８％
支援プラン作成率

５０％
生活福祉課

教育の支援

生活の支援
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計画策定に係るスケジュール 

29年度

● ●

　　　支援会議＋部会（11/16） （支援会議）

パブリックコメント 計画策定

（貧困対策計画案）

支援会議等の意見を踏まえて修正 パブリックコメント等を踏まえて修正

事務局

会議の開催予定

3月11月 12月 1月 2月


